
予算決算委員会（全体会） 
 

期日：令和２年５月１日(金) 

本会議休憩中 

場所：議場 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

 

３ 執行機関挨拶 

 

 

 

４ 議案審査 

（１）議案第 43号 

令和２年度飯田市一般会計補正予算（第１号）案 

【別紙 補足説明資料】 

 

 

（２）議案第 44号 

令和２年度飯田市病院事業会計補正予算（第１号）案 

 

 

５ 閉会 



飯田市総務部財政課

１　補正額 10,850,391 千円

２　主な内容

・特別定額給付金給付事業 10,128,175千円 ・子育て世帯臨時特別給付金給付事業 137,520千円

・事業継続支援緊急助成金 322,900千円 ・県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業負担金 88,100千円

・小中学校情報通信技術活用教育推進事業 65,196千円 ・地域外来・検査センターの設置及び運営 70,582千円

　総　括（歳　入） 単位：千円

15

16

18

20

21

　総　括（歳　出） 単位：千円

補正前の額 補 正 額 補　正　額　の　主　な　内　容

地　方　債 そ　の　他

01 議会費 277,234 42 42 議会一般管理費

02 総務費 5,721,935 10,130,438 3,596 特別定額給付金給付事業 10,128,175

03 民生費 15,169,324 139,595 2,146
子育て世帯臨時特別給付金給付事業 137,449
生活支援相談窓口運営費 2,146

04 衛生費 4,640,072 71,257 21,263 338
地域外来・検査センター事業 70,582
すこやか親子・子育て支援事業 675

05 労働費 381,779 91,842 91,842 緊急経済対策事業

07 商工費 2,452,399 324,000 100 323,900
緊急経済対策事業 322,900
中心市街地活性化事業推進事務費 1,100

09 消防費 1,570,422 18,807 18,807 災害対策備蓄事業 14,618　災害対策一般経費 4,189

10 教育費 4,096,554 74,410 37,011
小中学校情報通信技術活用教育推進事業 65,196
中学校教育振興事業 8,948　校外活動支援事業 266

歳　出　合　計 45,880,000 10,850,391 0 21,363 477,682

令和２年度一般会計補正予算（第１号）案について

款 補正前の額 補　正　額 計 補　正　額　の　主　な　内　容

国庫支出金 6,092,147 10,302,027 16,394,174

特別定額給付金給付事業費補助金 10,050,000　特別定額給付金給付事務費補助金 76,782
子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 132,000
子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 5,449　公立学校情報機器整備費補助金 37,399

県支出金 3,022,213 49,319 3,071,532 地域外来・検査センター事業委託金

寄附金 208,050 100 208,150 商業振興寄附金

繰越金 600,000 477,682 1,077,682 純繰越金

諸収入 2,827,629 21,263 2,848,892 検体検査業務受託事業収入

歳　　入　　合　　計 45,880,000 10,850,391 56,730,391

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 計 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

国県支出金

277,276

15,852,373 10,126,842

15,308,919 137,449

4,711,329 49,656

473,621

2,776,399

1,589,229

4,170,964 37,399

56,730,391 10,351,346

R2.5.1 予算決算委員会（全体会） 

議案第43号　補足説明資料



飯田市新型コロナウイルス感染症

緊急対策事業

【第１弾】

令和２年４月

飯田市

飯田市
IIDACITY

1

予算決算委員会議案第43号補足説明資料



①事業者への支援 4億4,584万円①事業者への支援 4億4,584万円

②個人への支援 403億4,325万円②個人への支援 403億4,325万円

④その他の対策 2,072万円④その他の対策 2,072万円

③検査体制・医療体制の充実 7,739万円③検査体制・医療体制の充実 7,739万円

飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策 事業費 408億5,720万円飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策 事業費 408億5,720万円

○緊急経済対策本部設置・相談窓口の開設 ○休業要請等に伴う事業者への支援

○事業者への家賃補助 ○雇用調整助成金の申請費用の補助 ○特別労働相談の開設

○飲食店への支援 ○南信州牛・花卉の消費拡大キャンペーン ○新型コロナ対策ふるさと納税の開始

○特別定額給付金の給付（一律40万円支給）

○子育て世帯臨時特別給付金の給付（児童手当受給世帯に対して4人当たり4万円支給）

○１人１台タブレット端末の年度内整備 ○学校教育の振興 ○校外活動延期等への支援

○生活相談窓口の設置 ○市営住宅等への一時入居 ○妊婦へのマスク配布

○国保の傷病手当の支給、国保税等の減免、猶予

○地域外来・検査センターの設置及び運営 〇市立病院の資機材整備

○市民への啓発 ○マスク、消毒液、防護服等の購入
○市庁舎及び自治振興センター、議場等へのアクリル板の設置 ○分散拠点のLAN回線の整備 2



①事業者への支援

「緊急対策の相談、手続き等のサポート体制の強化」
①事業者への支援

「緊急対策の相談、手続き等のサポート体制の強化」

○緊急経済対策相談窓口

開設：令和２年４月２２日から当面

場所：飯田市産業振興課 ℡２２ー４５１１（内線3544）

飯田商工会議所 ℡２４ー１２３４

(飯田市金融政策課併設)

受付：平日 ８：３０ ～ １７：１５（GW5/2～5/6、5月毎週土曜開設）

内容：緊急経済対策に関する相談に応じます。

電話による相談を原則とします。面談を希望される

場合は事前の予約と感染防止対策（マスク着用）を

お願いします。
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①事業者への支援

「事業者に対する経営支援」
①事業者への支援

「事業者に対する経営支援」

○休業要請等に伴う事業者への支援 （88,400千円）【県・市】

・休業要請等にご協力いただいた飲食業、旅館業、娯楽業等

を経営する事業者に30万円を支給します。

○事業継続支援緊急助成金 （322,900千円） 【市】

・売上が５割以上減少した事業者へ経営安定化のため家賃の

８割を支給します。（２ヶ月分として最大46万円）

○制度資金の借換えに伴う支払利息の補助等 【市】

・低利な制度資金への借り換えを支援します。

産業振興課
22-4511（内線3511）

商業・市街地活性課
52-1715

金融政策課
59-7161

産業振興課
22-4511（内線3511）
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①事業者への支援

「雇用（働く人）への支援」
①事業者への支援

「雇用（働く人）への支援」

○雇用調整助成金の申請費用の補助 （3,046千円）【市】

・申請書類の作成のため社会保険労務士に支払った費用

の一部を補助します。

○特別労働相談の開設 （726千円）【市】

・商工会議所との共同事業として、社会保険労務士による

労働相談日を設置し、相談に応じます。

産業振興課
22-4511（内線3511）

産業振興課
22-4511（内線3511）
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①事業者への支援

「事業者を応援する仕組みづくり」
①事業者への支援

「事業者を応援する仕組みづくり」

○空き店舗の抑制対策として、クラウドファンディング

事業に係る運営費を支援 （4,400千円） 【市】

概要：クラウドファンディングの事務局である飯田市中心市街地

活性化協会に事業運営費を支援します。

受付期間：４月２４日（金）～５月２９日（金）
商業・市街地活性課

52-1715
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①事業者への支援

「生産者の商品への支援を強化する」
①事業者への支援

「生産者の商品への支援を強化する」

○南信州牛・花卉（き）の消費拡大キャンペーン

・各家庭で南信州牛を味わっていただく各種キャンペーンを

実施します。

・地域の花・季節の花を楽しむ「お花時間」

キャンペーンを展開します。

○新型コロナ対策ふるさと納税の開始

・寄附の使い道にコロナ対策を新設し、返礼品

調達を通じた事業者支援を行います。

（詰合せセットや内容量に工夫した返礼品など）

農業課
21-3217

企画課
22-4511（内線2222）
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②個人への支援

「迅速、適切な給付を行う」
②個人への支援

「迅速、適切な給付を行う」

○特別定額給付金の給付 （40,428,475千円） 【国】

概要：飯田市に住民票のある方に一律40万円を交付します。

５月２日から申請できます。

詳細情報については市ホームページを更新

○子育て世帯臨時特別給付金の給付 （437,520千円）【国】

概要：児童手当受給世帯に対して１人当たり１万円の支給を

行います。

手続き開始時期：６月中旬から

※給付金の申請手続きは現在準備中です。

市民課
22-4511（内線3915）

子育て支援課
22-4511（内線3737）
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②個人への支援

「子ども達のつながりと学びを支援する」
②個人への支援

「子ども達のつながりと学びを支援する」

○１人１台タブレット端末の整備

（65,496千円） 【国・市】

・学校でも家庭でも学べる環境を年度内できるだけ早く整備します。

○学校教育の振興 （8,948千円）【市】

・中学生の英語学習を支援します （全生徒への音声CDの送付）

・学習支援番組の放送

○校外活動延期等への支援 （266千円）【市】

・臨海学習等のキャンセル料等を補助します。

・（令和元年度予算にて修学旅行分3,594千円）
学校教育課

22-4511（内線3713）
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②個人への支援

「暮らしの安心を支援する」
②個人への支援

「暮らしの安心を支援する」

○生活相談窓口の設置 （2,474千円）【市】

・電話による相談と予約による面接相談

（GW5/2～5/6開設）

○市営住宅等への一時入居

・新型コロナの影響による離職者の一時転居（4年間）

○妊婦へのマスク配布 （675千円）【国・市】

○国民健康保険加入者への傷病手当の支給

○国保および介護保険料の減免および猶予 ほか

（市税、国保税、水道・下水道料、市営ケーブルテレビ使用料納付猶予と延

滞金の免除）

福祉課
22-4511（内線5728）

地域計画課
22-4511（内線3794）

保健課
22-4511（内線5511）
国保（内線5521）

４/30～直通電話
48-5122
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③検査体制・医療体制の充実

「地域外来・検査センターの新設」
③検査体制・医療体制の充実

「地域外来・検査センターの新設」

○地域外来・検査センターの設置及び運営

（70,582千円）【県・市】

・新型コロナウイルス感染症の初期診断、検体採取の

ための拠点整備（仮設）

・ドライブスルーによる検査体制の確立、運営方法

（完全予約制）

・帰国者・接触者相談センターまたは地域内医療機関から

の依頼に応じた検体採取の実施

○市立病院の資機材整備（6,804千円）【市】

・人工呼吸器2台、医療用マスク、防護服等

保健課
22-4511（内線5510）

市立病院
21-1255（内線2310）
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④その他の対策④その他の対策

○市民への啓発 （4,489千円）【市】

・折り込みチラシ、新聞、ケーブルテレビ等

○マスク、消毒液、防護服等の購入

（44,648千円）【市】

・新型コロナ対応の現場への配布用

・緊急対応時の備蓄用

○アクリル板等の設置 （966千円）【市】

・市役所庁舎窓口 ・自治振興センター

・飯田市議会議場 ・外国語相談窓口

○分散拠点のLAN回線の整備 （943千円）【市】

総務文書課
22-4511（内線2111）
議会事務局

22-4511（内線5610）

12

危機管理室
22-4511（内線2440）



【予告】
「今後の飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策」
【予告】
「今後の飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策」

第１弾の緊急対策を行いつつ、状況を注視して、

第２弾の緊急対策を検討していきます。
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＜お知らせ＞ 命と生活を守るための飯田市の取り組み

★市有施設の休館

〇 GW中の他地域との往来を考慮

して、５月末日まで延⻑

〇 社会教育施設をはじめ

これまでに180施設が休館

14



予算決算委員会 議案第 43号 補足説明資料 

 

市民協働環境部市民課 

 

新型コロナウイルス感染症に関る特別定額給付金事業について 
 

１．事業の概要  ・飯田市が事業主体となって実施する。 

 ・事業に要する経費については国から補助（10/10）を受ける。 

 ・対象は令和２年４月 27日に飯田市に住民票のある市民（4/27現在 100,067人）が対象. 

 ・世帯主宛に申請書を郵送（40,091世帯）。世帯主が申請し世帯主の口座に給付金が振り込まれる。 

 ・飯田市独自の方法として、特に急ぎの方を対象とした先行申請を実施する。 

 ・申請は新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送を基本とする。 

 

２．申請方法 

  ①急ぎの方への特別対応（先行申請） 

・４月 30日に飯田市のホームページに空欄の申請書の様式を掲載した。 

・各自で申請書を印刷して必要事項を記入の上、添付書類を同封し郵送で申請いただく。 

・ホームページから印刷できない方については市民課及び各自治振興センターで説明対応する。 

・５月中に口座へ振り込みを開始する。 

  ②マイナンバーカードを利用してオンライン申請する。 

   ・マイナンバーカード利用者はマイナポータルのサイトからオンライン申請が可能である。 

   ・オンライン申請にはカードリーダーまたは対応するスマートフォンが必要となる。 

  ③飯田市から郵送される申請書で申請する（通常申請） 

   ・５月下旬より、住民基本台帳システムを利用し世帯員の情報を印刷した申請書を順次郵送する。 

・口座情報などを記入して、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写しと口座番号

のわかる通帳やキャッシュカード等の写しを添付し、同封する返送用封筒で郵送いただく。 

・申請書を受け付け次第できるだけ速やかに給付を開始する。 

 

３．予算 
歳入                                           千円 

款 項 目 節 金額 説明 

15 国庫支出
金 

2国庫補助金 
2総務費国庫補
助金 

18 特別定額給
付事業費補助
金 

 10,126,782 
事務費    76,782 
事業費  10,050,000 

歳出 
款 項 目 説明 

２総務費 
１総務管理費 
  10,128,175 

10人事管理費1393 ４共済費           1,393 

18 特別定額給付金
業費 
   10,126,782 

01人件費           11,682 
10特別定額給付金給付事業費  10,115,100 
 需用費           7,000 
 役務費           26,100 
 委託料           25,000 
 使用料及び賃借料       7,000 
 負担金補助及び交付金  10,050,000 

 

４．事務対応 

  ５月１日 正規職員２名(うち専門主査 1名)と会計年度任用職員６名の事務体制を構築する。 

       本庁 A棟３階 A300会議室に特別定額給付金担当の事務室を開設する。 

（内線 3915、3916、3917、3918） 

  ５月 11日 特別定額給付金臨時窓口をＡ棟 1階市民ロビーに設置する予定である。 

        外国人住民の方への対応としてから相談窓口体制を拡充する。 

 



　内にご記入ください。

世帯主（申請・受給者）

6 0 年 10 月 1 日

①

②

③

④

⑤

　　

受取方法

指定の金融機関口座（世帯主（申請・受給者）の口座に限ります。）に関する情報をご記入ください。

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

通帳番号

（右詰めでお書きください）

飯田市事務処理欄（申請者は記入しないでください）
本人確認書類 口座確認書類 対象人数 給付決定額

円

 

4

5

本・支店
本・支所
出張所

ゆうちょ銀行

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

5 6 7
1普通

2当座

（フリガナ）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

金融機関コード

飯田 飯田

○

0 0

世帯主1 飯田　太郎

飯田　花子

飯田　直子

妻

子

昭和60年10月1日

平成2年4月1日

令和元年12月31日

2

3

市区町村が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から３ヶ
月後の申請期限までに、市区町村が、世帯主（申請・受給者）又はその代理人に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り
下げられたものとみなします。

住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明
した場合には、返還をしていただきます。

下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。

受給資格の確認にあたり、公簿等で確認を行うことがあります。不備がありますと給付が遅れる可能性があります。

○

0 0 円

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金

通帳の見開き左上またはキャッシュカー
ドに記載された記号・番号をお書きくだ
さい。

口座名義

0

分類

支店コード

通帳記号
（６桁目がある場合は、※

欄に御記入ください。）

（フリガナ）

特別定額給付金申請書

令和　2　年　5　月　10　　日申 請 日

飯　　田 市長殿

令和２年４月２７日時点の住民票所在市区町村

氏　　　　　名

（　フ　リ　ガ　ナ　）

現　　　　　　　住　　　　　　　所 生年月日

様式１

イイダ　　タロウ
飯田市大久保町2534

 明治・大正・昭和・平成

飯田　太郎
日中に連絡可能な電話番号　　　　　　（0265）　21-4314

氏名 続柄 生年月日

他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。また、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあります。

給付対象者の氏名、続柄、生年月日、合計金額をご記入ください。

※通帳番号の記載誤りがないか再度ご確認ください。通帳番号の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。

,

8

6

7

合計金額 3 0

○

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。） 口座名義

支 店 名

1

イイダ　タロウ
1

飯田　太郎
2 3 4

市区町村

受付印

※

㊞

長野県飯田市専用

飯
田

申請日時点の現住所を記入してください

日中に連絡可能な電話番号を記入してください 生年月日を記入してください

給付対象者の氏名、世帯主との続柄、

生年月日を記入してください。

給付金振込口座の金融機関名、支店名、

分類（普通・当座）の別、口座番号、口

座名義とフリガナを記入してください。

記入例

どちらか一方にのみ

記載し、両方に記入

しないでください。

給付対象者人数×１０万円の金額を

「合計金額」欄に記入してください。
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「飯田市地域外来・検査センター」の開設について 

１．目的 

(1) 新型コロナウイルス感染症において、いち早く検査することにより、住民の不安を払拭
し感染者を発見して隔離すること、および当地域の感染拡大を防ぐこと。 

(2) 地域全体で、感染リスクと医療への負担を最小化していき、検査体制を拡充すること。 

 

２．背景 

 ・国は、日本感染症学会や日本環境感染学会などの考え方に沿って「軽症例には基本的に PCR 

検査を推奨しない(行なわない)」方向だったが、医療現場では誰が感染しているか確認する

方法が不十分となり感染者の覚知と同時に院内感染が発生するなど、診療継続の危機が全国

各地で起こってきたため、４月１5日付で通知を発出し「地域外来・検査センター」を各地域

で設置して、PCR検査等の体制の拡充を目指すことにした。 

 ・県は「地域外来・検査センター」を 5月中から順次 20か所程度設ける方針を出し、広域圏ご

とに 1～3か所を想定し、その運営は、県から地域の医師会や市町村などに委託する考えを示

した。設置場所や運営態勢は県を含む医療・行政関係者が広域圏単位で検討する流れである。 

 ・飯田下伊那地域では、飯田医師会はじめ医療関係者が率先して PCR検査体制の早期確立を検

討してきており、市はこの意向を踏まえ「地域外来・検査センター」を飯田市休日夜間急患

診療所の分室的位置づけで設置し、医療スタッフ等は当地域内の医療機関から派遣を受けて

運営する枠組みとすることが、迅速かつ効果的と見込み、設置を進めている。 

・感染者の増加に備え検査体制を充実させることが、地域医療を守ることにつながる。 

 

３．設置者及び運営 

・県から飯田市が委託を受け、飯田市が飯伊地区包括医療協議会と共に運営する。 

・医療スタッフ等は、当地域内の医療機関から派遣を受ける。 

 

４．設置場所 

・飯田市内の公的施設 

 

５．運営方法 

・検査は、帰国者･接触者相談センター（保健所）又は地域内の医療機関から依頼があったとき

に限られる。住民は検査を希望する場合、まずは病状について帰国者･接触者相談センター又

はかかりつけ医に相談する。 

・医療機関又は保健所は、検査が必要と判断したとき「地域外来・検査センター」に依頼する。 

・予約に従って患者は「地域外来・検査センター」に行き検体採取を受ける。(ドライブスルー

方式/車に乗ったままを想定する。曜日や時間帯など詳細は検討中。) 

・基本的には保険診療となるため、検査依頼があった医療機関を通じて医療費の個人負担があ

る。保健所が行なう疫学調査（濃厚接触者の検体採取）の場合は個人負担がない。 

 



令和2年4月15日付事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」 (抜粋)
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新型コロナウイルス感染症により経営に影響がある市内中小事業者等に家賃相当額の 

一部を助成することにより、経営安定化、事業の継続を支援します。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている市内の中小企業者等に

対して、事業継続のため家賃 1 か月分の８割（上限８万円）相当額を２か月分支援します。 

 

         

      ５月１１日（月）から６月３０日（火） 
 

      郵送 申請に必要な書類を同封して産業振興課（下記）へ郵送して下さい。 

      窓口 市役所へ直接お越しの際は、マスクを着用のうえ、1 階の総合受付案内横「助

成金専用受付ボックス」へご投函ください。 

様式 申請書や申請要領は飯田市ホームページからダウンロードできます 

 

 

 

 

 

対象者 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している以下の市内の中小企業者等 
■市内に建物を賃借し、これを事業所（事務所）として営んでいる事業者 
■法人事業主の場合は、市内に主たる事業所（事務所）を有する者 
■個人事業主の場合は、申請時点において市内に居住している者 
■令和２年３月～５月までのいずれか 1 か月分の売上高と、前年同月の売上高を比較し

50％以上減少している者 
※対象業種等の詳細は申請要領（５月７日飯田市ホームページで公表）をご確認ください。  

助成額 

■家賃月額の８割（上限８万円）相当額×２か月分 
助成回数は１事業者につき 1 回まで 
※共益費及び駐車場代等の経費は含みません 

 
申請 
書類  

 
■飯田市中小企業事業継続支援緊急助成金交付申請書兼請求書ほか 
※５月７日に飯田市ホームページに詳細を公表します。  

 

飯田市中小企業者等事業継続支援 

緊急助成金（案） 

受付 

期間 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 

申請 

方法 

【送付先】 

〒395-8501 飯田市大久保町 2534 飯田市産業振興課 担当者 行 

★コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、申請書類は原則、郵送で提出してください★ 

事業 

概要 

目的 
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子どもたちの「つながり」と「学びを保障」するための取組 

飯田市教育委員会 学校教育課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のほかにも学校や家庭の状況等を踏まえつつ、子どもたちの心身の安全や学びの保証に通ずる支援策を、必要に応じて財源措置を 

考慮しつつ積極的に展開していく 

○5月 24日まで市内小中学校が臨時休校、3月から含めると 3か月余の期間、学校における教育活動が行われていない 

○子どもたちや保護者、教職員が様々な不安を抱えている（子どもたちと先生のつながり・子ども同士のつながり・学習の遅れ など） 

 

現状 

全ての子どもたちの心身の安全と学びを保障する 

○先生が子どもたちの様子（状況）を把握することが困難 

○学校に行けないことによる子どもたちや保護者の不安やストレス   ○生活リズムの崩れ、運動不足 

○授業ができないことによる子どもたちの学習の遅れ、学力の格差 

課題 

１ 子どもたちと学校をつなげる 

○休校期間中でも子どもたちと先生、子どもたち同士がつながる 

（顔の見える関係、信頼できる者同士のふれあいによる安心感） 

目指す姿 

２ 子どもたちの学びを保証する 

○休校期間中でも子どもたちが様々な方法で学び続けることができる 

（家庭学習における様々な機会や選択肢を提供） 

1 子どもたちや保護者との定期的なやり取り 

※子どもたちの心身、生活の様子、学習状況等の把握 

※子どもたちの心のケア、先生から子ども同士の励まし合い 

(1) 学級通信の送付や電話による連絡 

(2) 不安を抱える保護者との個別懇談 

(3) オンライン（遠隔）の活用 

○オンラインでの学級活動、子どもたちとの面談 

○オンラインでの子どもたちへのメッセージの発信 

 ・校長先生や担任からの動画配信、学校ホームページへの掲載  

 

２ 家庭学習（学習機会提供）の充実 

※以下様々な方法により、学習のねらいや進め方などを子どもたちや保

護者とも共有しながら、家庭学習の充実を図る 

(1) 既存の学習教材や図書等の有効活用 

① 学習プリントなど紙媒体の教材の活用 

 ② 学校ホームページを活用した課題等の提示 

③ 学習支援ソフト（オンラインデジタル教材）の活用 

  ※有効な学習支援ソフトの検証や選定 

 ④ ネット上にアップされている学習ポータルサイト等の活用 

   ※有効な学習ツールの選定や共有 

 ⑤ 教科書や教科書準拠教材の有効活用 

(2) 飯田市独自の学習教材の作成や配信 

 ① 教職員との連携による学習教材の研究や作成 

② 多様なツール（手段）による学習教材の配信 

 

【具体的な取組】（補正予算関連） 

※全ての子どもたちにタブレット端末を配布する 

〇 必要なタブレット端末の導入 （不足数 6115台） 

※今回の補正要求 

〇 各学級への充電保管庫の導入 （不足数 160台） 

※今回の補正要求 

〇 WEBカメラ、USBマイクの導入 （学級数 378台） 

※今回の補正要求 

 

※タブレット端末の導入とともに検証が必要な事項 

〇学校ネットワーク環境の充実 

・クラウド環境の構築   

・学校ネットワークの強化   

〇家庭の通信環境の確認や整備 

 

 

【具体的な取組】（補正予算関連） 

(1) 既存の学習教材や図書の有効活用 

⑤ 生徒への英語学習を支援する教材の導入  ※今回の補正要求 

 （英語以外の教材は引き続き検証） 

(2) 飯田市独自の学習教材の作成や配信 

② ケーブルテレビや FM放送を活用した学習教材（動画等）の配信 

※今回の補正要求 

※引き続きの検証 

〇学校ホームページの充実   

〇学習支援ソフト（オンラインデジタル教材）の導入  

（教育効果の高い支援ソフトの選定） 

 

支援策 学校・市教育委員会との連携による途切れのない支援を積極的に展開する 

 

【校外活動延期等への支援】 ※保護者負担の軽減 

  ○コロナウイルス感染症拡大防止の目的で、延期した修学旅行等のキャンセル料等の補助     ※今回の補正要求 

 


